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夏休み青少年交流に
参加してみませんか

　（公財）国際青少年研修協会では
「富士山・青少年国際交流キャン
プ」と「小笠原アドベンチャース
クール」の参加者を募集しています。
問 い 合 わ せ 先　 同 協 会（☎03-
6825-3130）

35歳～60歳を対象に
就職支援窓口を開設

平和と安全を守る
自衛官候補生募集

　自衛隊では、自衛官候補生(任
期制自衛官)を募集しています。
試験日　7月20日㈪ か ら25日㈯
までのうち指定する1日
応募期限　7月8日㈬
問い合わせ先　自衛隊岩手地方
協力本部（☎019-623-3237）

　(公財)安全衛生技術試験協会東
北安全衛生技術センターでは、各
種免許試験を行います。

労働安全衛生法に
基づく試験を実施
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　もりおか若者サポートステー
ションでは、若者のための就職相
談会を無料で開きます。
日時　６月22日㈪13：30～、14：30～
場所　大更コミセン
予約期限　6月18日㈭午後５時
予約・問い合わせ先　同ステー
ション（☎019-625-8460）

15歳～49歳を対象に無料
就職相談会を開催します

　県保育士・保育所支援センター
では、保育士資格を持ち現在保育所
などで働いていない人を対象に、就
職に必要な知識・技能を習得する
ための研修会を開きます。

潜在保育士の再就職を
支援する研修会を開催

予約・問い合わせ先　同センター
（☎019-637-9605）

試験日 8月22日㈯
種類① 第一種・第二種衛生管理者
申請先(公財)岩手労働基準協会

種類②
一級・二級ボイラー技士、ボイ
ラー整備士、クレーン・デリッ
ク運転士（クレーン限定）、移動
式クレーン運転士、潜水士

申請先 同センター
試験会場 キオクシア アイーナ
手数料 各種8,800円

申請期間 6月22日㈪～7月1日㈬※必着

　ハローワーク盛岡菜園庁舎では、
３５歳からの就職応援コーナーを設
けています。面接練習や就職支援セ
ミナーのほか、履歴書作成などのサ
ポートが無料で受けられます。
問い合わせ先　同庁舎（☎019-
908-2060）
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高齢者・障がい者のための
成年後見などの相談会開催

　県司法書士会と（公社）成年後
見センター・リーガルサポート
岩手支部では、成年後見制度の
利用や相続に関する無料相談会
を開きます。
日時　７月11日㈯ 10：00～15：00
相談方法　▶県司法書士会館で
面談相談▶電話相談（☎0120-823-
815、 0120-333-184）
面談予約・問い合わせ先　同支部

（☎019-653-6101）
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問 い 合 わ せ 先　 同 セ ン タ ー　
（☎0223-23-3181）

　県では「いわての森林づくり県
民税」を活用し、公益上重要であり
ながら更新されていない伐採跡地

（林野火災跡地を含む）の植栽など
を実施しています。本年度からは、
若齢林の整備や林野火災被災木の
除去なども実施します。
　森林の手入れができず困ってい
る人は相談してください。
問い合わせ先　盛岡広域振興局林
務部（☎019-629-6612）

森に元気を取り戻し
次世代に引き継ごう
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研修日 講座内容
6月22日㈪ 子どもの姿のとらえ方
7月28日㈫ 子育て支援の理解を深める
8月25日㈫ 特性がある子どもの理解と支援
　※いずれも10：00～12：30 【受付】9：45～

場　所 ふれあいランド岩手

　市在住で水彩画家の佐々木君
江さんが、2025年度日展入選作
品を始めとした自身の水彩画を
展示する水彩画展を開きます。
入場料は無料です。
日時　6月28日㈰～7月1日㈬
10：00～17：00（最終日は15：00）
場所　プラザおでって
問い合わせ先　（☎080-1157-4464）

日展入賞者「佐々木君江
水彩画展」を開催します
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　7年度分の財産債務調書およ
び国外財産調書の提出期限は、6
月30日㈫です。

財産債務・国外財産調書
提出はe-Taxの利用を
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　詳しくは、国税庁のホームペー
ジで確認してください。

▷財産債務調書＝一定以上の資産・収入
がある人の報告書
▷国外財産調書＝海外に5,000万円を超
える資産を持っている人の報告書

相続登記に期限あり
講演会・相談会を開催

　６年４月から相続登記が義務化
され、相続を知った日から、原則と
して３年以内（最短で９年３月３１日
まで）に登記する必要があります。　
　盛岡地方法務局では県司法書士
会と連携し、相続と遺言に関する
講演会と相談会を無料で開きます。
日時　7月２4日㈮ 13：30～16：10
定員　講演会50人、相談会25人　
予約開始　7月1日㈬～※先着順
予約・問い合わせ先　同法務局

（☎019-624-1104）
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